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（提案説明） 

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」及び「育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に伴い、規定整備が必要であるため、

本案を提出する。 
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幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月

世田谷区教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

第８条の２第７項第２号中「、条例第１１条の２第１項の規定による請求にあって

は３歳に、条例第１１条の３第１項の規定による請求にあっては」を削る。 

第１３条第２項第４号中「定める職員に準ずる」を「掲げる職員に準ずる者として」

に改める。 

第２９条第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

第２９条の２の見出しを「（子の看護等休暇）」に改め、同条第１項中「子の看護

休暇」を「子の看護等休暇」に、「９歳」を「満１２歳」に、「を養育する」を「又

は満１２歳に達する日以後の最初の４月１日から満１８歳に達する日以後の最初の３ 

月３１日までの間にある次に掲げる子（以下「障害児等」という。）を養育する」に、 

「看護（」を「看護等（」に、「又は疾病」を「、疾病」に、「を行う」を「若しく

は学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定による学校の休業その

他これに準ずる事由に伴う当該子の世話を行うこと又は当該子の教育若しくは保育に

係る行事への参加をする」に、「第４項」を「第６項」に改め、同項に次の各号を加

える。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳若

しくは東京都知事が定めるところにより交付された愛の手帳又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳を有する子 

⑵ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活 

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度で

ある子 

⑶ 児童福祉法第６条の２第１項に定める小児慢性特定疾病にかかっている子 

⑷ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）

第２条第２項に規定する医療的ケア児 
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⑸ 前各号に掲げる子に準ずる子として教育委員会が定める子 

第２９条の２第２項から第５項までの規定中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」 

に改め、同条第６項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「看護を」を「看

護等を」に改める。 

第３０条の２第３項中「よる部分休業」の次に「又は条例第１８条の３第１項の規

定による子育て部分休暇」を、「当該部分休業」の次に「又は当該子育て部分休暇」

を加え、同条の次に次の５条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第３０条の３ 子育て部分休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につき

２時間を超えない範囲内で、３０分を単位として承認する。 

２ 条例第１８条の３第１項の規則で定める子は、満１２歳に達する日以後の最初の

４月１日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある障害児等

とする。 

３ 職員の育児休業等に関する条例第１５条の規定による部分休業、条例第１７条第

１項の規定による育児時間又は条例第１８条の２第１項の規定による介護時間の承

認を受けて勤務しない時間がある職員に対する子育て部分休暇の承認については、

１日につき２時間から当該部分休業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４ 教育委員会は、子育て部分休暇について、養育を必要とする事由を確認する必要

があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。 

５ 子育て部分休暇の申請は、システムにより行うものとする。ただし、システムに

より難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行うことができる。 

６ 教育委員会は、子育て部分休暇の申請について、条例第１８条の３第１項に定め

る場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該

申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りで

ない。 

７ 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を取得している職員が産前の休業

を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合

又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場

合には、その効力を失う。 
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８ 教育委員会は、次に掲げる事由があるときは、子育て部分休暇の承認を取り消す

ものとする。 

⑴ 子育て部分休暇を取得している職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しな

くなったとき。 

⑵ 子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休暇に係る子以外

の子に係る子育て部分休暇を承認しようとするとき。 

⑶ 子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休暇の内容と異な

る内容の子育て部分休暇を承認しようとするとき。 

９ 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、システム 

により教育委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、 

教育委員会が別に定める様式により届け出ることができる。 

（対象家族が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第３０条の４ 条例第１８条の４第１項の教育委員会規則で定める制度又は措置（以

下「介護両立支援制度等」という。）は、次に掲げる制度又は措置とする。 

⑴ 条例第１１条第２項の規定において準用する同条第１項の規定による深夜勤務

の制限 

⑵ 条例第１１条の２第２項の規定において準用する同条第１項の規定による超過

勤務の制限 

⑶ 条例第１１条の３第２項の規定において準用する同条第１項の規定による超過

勤務の制限 

⑷ 条例第１７条第１項に規定する短期の介護休暇 

⑸ 条例第１８条第１項に規定する介護休暇 

⑹ 条例第１８条の２第１項に規定する介護時間 

第３０条の５ 条例第１８条の４第１項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

⑴ 介護両立支援制度等 

⑵ 介護両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

⑶ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第７０条の４第１項に

規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項 

２ 条例第１８条の４第１項又は第２項の規定により、職員に対して、前項各号に掲
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げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法（同条第１項の規定

による場合における第３号に掲げる方法については、当該職員が希望する場合に限

る。）によって行わなければならない。 

⑴ 面談による方法 

⑵ 書面を交付する方法 

⑶ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いら

れる電気通信（以下「電子メール等」という。）の送信による方法（当該職員が

当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるもの

に限る。） 

第３０条の６ 条例第１８条の４第１項の教育委員会規則で定める措置（第３号に掲

げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。）は、次に掲げる措置とする。 

⑴ 面談 

⑵ 書面の交付 

⑶ 電子メール等の送信（当該職員が当該電子メール等の記録を出力することによ

り書面を作成することができるものに限る。） 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第３０条の７ 条例１８条の５第３号の教育委員会規則で定める介護両立支援制度等

に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。 

⑴ 職員の介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及び職員に対する当該事

例の提供 

⑵ 職員に対する介護両立支援制度等及び介護両立支援制度等の利用の促進に関す

る方針の周知 

第３１条中「及び前２条」を「、第３０条及び第３０条の２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 次項の規定 公布の日 

⑵ 第２９条第３項第１号の改正規定 令和７年６月１日 

（施行前の準備） 
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２ この規則による改正後の第３０条の３の規定による子育て部分休暇の申請は、令

和７年４月１日前においても行うことができる。 
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1/9 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

平成12年３月31日世教委規則第10号 平成12年３月31日世教委規則第10号 

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限） （育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限） 

 第８条の２ １～６項 省略 第８条の２ １～６項 省略 

７ 超過勤務制限開始日から起算して第１項の規定による請求に係る

期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの

事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超過勤務制限開

始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったも

のとみなす。 

７ 超過勤務制限開始日から起算して第１項の規定による請求に係る

期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの

事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超過勤務制限開

始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったも

のとみなす。 

(１) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 (１) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合 

(２) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 (２) 当該請求に係る子が、条例第11条の２第１項の規定による請

求にあっては３歳に、条例第11条の３第１項の規定による請求に

あっては小学校就学の始期に達した場合 

８～１０項 省略 ８～１０項 省略 

（年次有給休暇の付与） （年次有給休暇の付与） 

第13条 条例第15条第２項に定める新たに条例の適用を受けることと

なった者（次項に掲げる者を除く。）のその年度の年次有給休暇の

日数は、別表第１に定める日数とする。 

第13条 条例第15条第２項に定める新たに条例の適用を受けることと

なった者（次項に掲げる者を除く。）のその年度の年次有給休暇の

日数は、別表第１に定める日数とする。 

２ 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその

者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例等（以下

「旧条例等」という。）から引き続き条例の適用を受けること（以

下「異動」という。）となったもののその年度の年次有給休暇の日

数は、別表第２に定める日数とする。 

２ 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその

者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例等（以下

「旧条例等」という。）から引き続き条例の適用を受けること（以

下「異動」という。）となったもののその年度の年次有給休暇の日

数は、別表第２に定める日数とする。 

(１) 東京都の職員 (１) 東京都の職員 

(２) 他の特別区の職員 (２) 他の特別区の職員 
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2/9 

改正後 改正前 

(３) 国又は他の地方公共団体（東京都及び他の特別区を除き、年

次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。）

の職員 

(３) 国又は他の地方公共団体（東京都及び他の特別区を除き、年

次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。）

の職員 

(４) 前３号に掲げる職員に準ずる者として教育委員会が定める職

員 

(４) 前３号に定める職員に準ずる教育委員会が定める職員 

３ 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和

２年１月世田谷区規則第４号）の適用を受けていた会計年度任用職

員（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職

員をいう。以下同じ。）が引き続いてこの規則の適用を受ける場合

における当該会計年度任用職員のその年度の年次有給休暇の日数

は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することが

できる日数のうちその年度に付与された日数に、この規則の適用を

受けることとなった月に応じ、別表第１に定める日数を加えて得た

日数とする。 

３ 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和

２年１月世田谷区規則第４号）の適用を受けていた会計年度任用職

員（地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職

員をいう。以下同じ。）が引き続いてこの規則の適用を受ける場合

における当該会計年度任用職員のその年度の年次有給休暇の日数

は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することが

できる日数のうちその年度に付与された日数に、この規則の適用を

受けることとなった月に応じ、別表第１に定める日数を加えて得た

日数とする。 

（リフレッシュ休暇） （リフレッシュ休暇） 

 第29条第１・２項 省略 第29条第１・２項 省略 

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年齢に達した者で、

次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リ

フレッシュ休暇を承認する。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年齢に達した者で、

次の各号に該当するものには、当該各号に定める期間において、リ

フレッシュ休暇を承認する。 

(１) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕さ

れた者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟

係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪

判決が確定した日若しくは有罪判決（拘禁刑以上の刑の場合を除

く。）が確定した日から２年を経過する日が属する年度の翌年度 

(１) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕さ

れた者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟

係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪

判決が確定した日若しくは有罪判決（禁錮(こ)以上の刑の場合を

除く。）が確定した日から２年を経過する日が属する年度の翌年

度 

(２) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日において、懲戒処分（教育委員会が別に定めるもの

(２) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日において、懲戒処分（教育委員会が別に定めるもの
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改正後 改正前 

を除く。）を受けた日から２年を経過しない者 当該懲戒処分を

受けた日から２年を経過する日が属する年度の翌年度 

を除く。）を受けた日から２年を経過しない者 当該懲戒処分を

受けた日から２年を経過する日が属する年度の翌年度 

(３) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度において、条例第16条に定める病気休暇その他教育委員会が定

める事由により、当該年度の２分の１以上の期間勤務しなかった

者 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日から教育委員会が定める日まで 

(３) 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度において、条例第16条に定める病気休暇その他教育委員会が定

める事由により、当該年度の２分の１以上の期間勤務しなかった

者 前項の規定によりリフレッシュ休暇を承認することとなる年

度の４月１日から教育委員会が定める日まで 

（子の看護等休暇） （子の看護休暇） 

第29条の２ 子の看護等休暇は、満１２歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子（配偶者等の子を含む。以下この項におい

て同じ。）又は満12歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に

達する日以後の最初の3月31日までの間にある次に掲げる子（以下

「障害児等」という。）を養育する職員が、当該子（次項において

「養育する子」という。）の看護等（負傷し、若しくは疾病にかか

った当該子の世話、疾病の予防を図るために必要な当該子の世話若

しくは学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第20条の規定による

学校の休業その他これに準ずる事由に伴う当該子の世話を行うこと

又は当該子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをい

う。第６項において同じ。）のため勤務しないことが相当と認めら

れる場合の休暇とする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により

交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交

付された療育手帳若しくは東京都知事が定めるところにより交付さ

れた愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

25年法律第123号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福

祉手帳を有する子  

（２）治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

第29条の２ 子の看護休暇は、９歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子（配偶者等の子を含む。以下この項において同じ。）

を養育する職員が、当該子（次項において「養育する子」という。）

の看護（負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の

予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。第４項に

おいて同じ。）のため勤務しないことが相当と認められる場合の休

暇とする。 
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17年法律第123号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程

度が同項の主務大臣が定める程度である子 

（３）児童福祉法第6条の２第1項に定める小児慢性特定疾病にかかっ

ている子 

（４）医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３

年法律第81号）第２条第２項に規定する医療的ケア児 

（５）前各号に掲げる子に準ずる子として教育委員会が定める子 

２ 子の看護等休暇は、１会計年度において、１日又は１時間を単位

として、５日（養育する子が２人以上の場合にあっては、10日）の

範囲内で必要と認められる期間について承認する。 

２ 子の看護休暇は、１会計年度において、１日又は１時間を単位と

して、５日（養育する子が２人以上の場合にあっては、10日）の範

囲内で必要と認められる期間について承認する。 

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職

員の子の看護等休暇は、１時間を単位として承認する。ただし、勤

務日の正規の勤務時間全てについて、子の看護等休暇の請求があっ

た場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承

認することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職

員の子の看護休暇は、１時間を単位として承認する。ただし、勤務

日の正規の勤務時間全てについて、子の看護休暇の請求があった場

合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として承認す

ることができる。 

４ 子の看護等休暇の残日数の全てについて請求があった場合におい

て、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全

てを承認することができる。 

４ 子の看護休暇の残日数の全てについて請求があった場合におい

て、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全

てを承認することができる。 

５ １時間を単位として承認した子の看護等休暇（勤務日ごとの正規

の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定する時間

数を単位として承認した子の看護等休暇を含む。）を日に換算する

場合は、７時間45分（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、その者の１日当たりの平均勤務時間（５分

未満の端数があるときは、これを切り上げて５分単位にした時間））

をもって１日とする。 

５ １時間を単位として承認した子の看護休暇（勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再

任用短時間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定する時間数

を単位として承認した子の看護休暇を含む。）を日に換算する場合

は、７時間45分（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、その者の１日当たりの平均勤務時間（５分未満

の端数があるときは、これを切り上げて５分単位にした時間））を

もって１日とする。 

６ 教育委員会は、子の看護等休暇を承認するときは、当該子の看護６ 教育委員会は、子の看護休暇を承認するときは、当該子の看護を
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等を必要とすることを確認することができる証明書等の提出を求め

ることができる。 

必要とすることを確認することができる証明書等の提出を求めるこ

とができる。 

（介護時間） （介護時間） 

第30条の２ 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、１日の勤務

時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇として、介護時間取得の初日から連続する３年の期間（当

該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。）

内において承認する。 

第30条の２ 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、１日の勤務

時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇として、介護時間取得の初日から連続する３年の期間（当

該要介護者に係る指定期間又は延伸期間と重複する期間を除く。）

内において承認する。 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日に

つき２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日に

つき２時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。 

３ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月世田谷区条例第20

号）第15条の規定による部分休業又は条例第18条の３第１項の規定

による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある職員に

対する介護時間の承認については、１日につき２時間から当該部分

休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月世田谷区条例第20

号）第15条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間が

ある職員に対する介護時間の承認については、１日につき２時間か

ら当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超え

ない範囲内で行うものとする。 

４ 教育委員会は、介護時間について、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。 

４ 教育委員会は、介護時間について、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。 

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、教育委員

会が別に定める様式により行うことができる。 

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までにシステムによ

り行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、教育委員

会が別に定める様式により行うことができる。 

６ 教育委員会は、介護時間の申請について、条例第18条の２第１項

に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければな

らない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障があ

る日又は時間については、この限りでない。 

６ 教育委員会は、介護時間の申請について、条例第18条の２第１項

に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければな

らない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障があ

る日又は時間については、この限りでない。 

７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場

７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、システムにより教育

委員会に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場
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改正後 改正前 

合は、教育委員会が別に定める様式により届け出ることができる。 合は、教育委員会が別に定める様式により届け出ることができる。 

（子育て部分休暇） 

第30条の３ 子育て部分休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、

１日につき２時間を超えない範囲内で、30分を単位として承認する。 

２ 条例第18条の３第１項の規則で定める子は、満12歳に達する日以

後の最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある障害児等とする。 

３ 職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による部分休業、条

例第17条第１項の規定による育児時間又は条例第18条の２第１項の

規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対

する子育て部分休暇の承認については、１日につき２時間から当該

部分休業、当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

４ 教育委員会は、子育て部分休暇について、養育を必要とする事由

を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めるこ

とができる。  

５ 子育て部分休暇の申請は、システムにより行うものとする。ただ

し、システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式によ

り行うことができる。 

６ 教育委員会は、子育て部分休暇の申請について、条例第18条の３

第１項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなけ

ればならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支

障がある日又は時間については、この限りでない。 

７ 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を取得している職

員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若

しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が

死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を

失う。 

（新設） 
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８ 教育委員会は、次に掲げる事由があるときは、子育て部分休暇の

承認を取り消すものとする。 

（１）子育て部分休暇を取得している職員が当該子育て部分休暇に係

る子を養育しなくなったとき。 

（２）子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休

暇に係る子以外の子に係る子育て部分休暇を承認しようとすると

き。 

（３）子育て部分休暇を取得している職員について当該子育て部分休

暇の内容と異なる内容の子育て部分休暇を承認しようとするとき。 

９ 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育状況に変更が生じた場合

には、システムにより教育委員会に届け出なければならない。ただ

し、システムにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式によ

り届け出ることができる。 

（対象家族が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 

第30条の４ 条例第18条の４第１項の教育委員会規則で定める制度又

は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）は、次に掲げる制

度又は措置とする。 

（１）条例第11条第２項の規定において準用する同条第１項の規定に

よる深夜勤務の制限 

（２）条例第11条の２第２項の規定において準用する同条第１項の規

定による超過勤務の制限 

（３）条例第11条の３第２項の規定において準用する同条第１項の規

定による超過勤務の制限 

（４）条例第17条第１項に規定する短期の介護休暇 

（５）条例第18条第１項に規定する介護休暇 

（６）条例第18条の２第１項に規定する介護時間 

第30条の５ 条例第18条の４第１項の教育委員会規則で定める事項
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は、次に掲げる事項とする。 

（１）介護両立支援制度等 

（２）介護両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

（３）地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第70条の４第

１項に規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する

必要な事項 

２ 条例第18条の４第１項又は第２項の規定により、職員に対して、

前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げるいずれ

かの方法（同条第１項の規定による場合における第３号に掲げる方

法については、当該職員が希望する場合に限る。）によって行わな

ければならない。 

（１）面談による方法 

（２）書面を交付する方法 

（３）電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達す

るために用いられる電気通信（以下「電子メール等」という。）の

送信による方法（当該職員が当該電子メール等の記録を出力するこ

とにより書面を作成することができるものに限る。） 

第30条の６ 条例第18条の４第１項の教育委員会規則で定める措置

（第３号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。）

は、次に掲げる措置とする。 

（１）面談 

（２）書面の交付 

（３）電子メール等の送信（当該職員が当該電子メール等の記録を出

力することにより書面を作成することができるものに限る。） 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第30条の７ 条例18条の５第３号の教育委員会規則で定める介護両立

支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置
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とする。 

（１）職員の介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及び職員

に対する当該事例の提供 

（２）職員に対する介護両立支援制度等及び介護両立支援制度等の利

用の促進に関する方針の周知 

 

（期間計算） （期間計算） 

第31条 第16条、第18条、第19条、第24条から第26条まで、第30条及

び第30条の2の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代

休日を含むものとする。 

第31条 第16条、第18条、第19条、第24条から第26条まで及び前２条

の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含む

ものとする。 

附 則（令和７年３月１１日世教委規則第 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）次項の規定 公布の日 

（２）第29条第３項第１号の改正規定 令和７年６月１日 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第30条の３の規定による子育て部分休暇

の申請は、令和７年４月１日前においても行うことができる。 
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    参考資料 

 

 

 

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」 

改正案の概要について 

 

 

１ 改正趣旨 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正及

び３月３日に開催された区議会第１回定例会において可決された「幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例」の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるため。 

 

 

２ 改正内容 

項目 内容 

育児を行う職員の超過勤務

の制限（免除）の対象となる

職員の拡大 

【幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則

（以下、「幼教勤務時間条例施行規

則」という）第８条の２】 

 

 

 

職員が子を養育するために請求した場合において、任命

権者が所定労働時間を超えて勤務させてはならない職員

の範囲 

【見直し前】３歳に満たない子を養育する職員 

【見直し後】小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する職員 

子の看護休暇の見直し 

【幼教勤務時間条例施行規則第 29

条の２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）対象職員の拡大 

【見直し前】満９歳に達する日以後の最初の３月 31日ま

での間にある子を養育する職員 

【見直し後】満 12 歳に達する日以後の最初の３月 31 日

までの間にある子（障害者手帳の交付を受けている障

害児等については、満 18歳に達する日以後の最初の３

月 31日までの間にある子。）を養育する職員 

（２）取得事由の拡大 

子の行事参加（入園・入学式、卒園式・卒業式等）

及び感染症に伴う学級閉鎖等を追加 

（３）休暇名称の変更 

（１）・（２）にかかる改正を踏まえ、休暇名称を「子

の看護等休暇」に改める。 
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子育て部分休暇の新設 

【幼教勤務時間条例施行規則第 30

条の３】 

 

【制度概要】 

（１）対象職員 

  満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から

満 12 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間

にある子（障害者手帳の交付を受けている障害児等

については、満 18歳に達する日以後の最初の３月 31

日までの間にある子。）を養育する職員 

（２）取得単位 

正規の勤務時間の始め又は終わりに、１日につき２

時間を超えない範囲内で、３０分を単位として承認 

※部分休業と同時に取得する場合は、部分休業と子育て

部分休暇とを合わせて、１日につき２時間を超えない

範囲内で承認する。 

（３）給与の取扱い 

  承認期間はすべてと無給となり、期末・勤勉手当の

欠勤等日数の算定対象とする。 

 

 

仕事と介護の両立支援制度

等を利用しやすい勤務環境

の整備に関する措置等 

【幼教勤務時間条例施行規則第 30

条の４～７】 

 

仕事と介護の両立支援制度等を利用しやすい勤務環境

を整備するため、次の措置等について定める。 

（１）職員が対象家族の介護を必要とする状況に至った

ことを申し出た場合の、仕事と介護との両立に資する

制度又は措置（介護両立支援制度等）その他の規則で

定める事項の周知及び請求等の意向を確認するための

面談等 

（２）職員が 40歳に達した日の属する年度における当該

職員に対する仕事と介護の両立支援制度等に関する情

報提供 

（３）職場環境の整備（研修等の開催、相談体制の整備

等） 

 

 

 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行予定日 

  令和７年４月１日 
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６特人委給第 649 号 

令和７年３月４日 

 

世田谷区教育委員会  様 

 

特別区人事委員会        

委員長 松原 忠義     

（公印省略）    

 

 

 

 

人事・給与制度改正に係る関係規程の整備について（回答） 

 

 

 

 令和７年３月３日付６世教職第 1073 号により承認申請のあった規則案に

ついて、承認します。 
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